
特記仕様書

１ 収集運搬等の内容

秋田県航空基地の事業系一般廃棄物（以下「廃棄物」という。）のゴミ置き

場に保管されている廃棄物を収集し、一般廃棄物処理施設又は再生利用するた

めに設けられた施設まで運搬し、それら施設への搬入を行う。

２ 委託期間

契約の日から令和９年３月３１日まで

３ 収集場所の所在地

秋田市雄和椿川字山籠４０番地１ 秋田県航空基地

４ 収集、運搬する日

・事業系一般廃棄物：週２回（原則、水曜日及び土曜日とする。）

ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日）

を除く。

・資 源 化 物：月１回（日時は甲乙が協議する。）

・古 紙 類：月１回（日時は甲乙が協議する。）

５ 処分先及び処理方法

・事業系一般廃棄物：秋田市総合環境センターで焼却処理(不燃物については

甲乙が協議する。）

・資 源 化 物：秋田市リサイクルプラザでリサイクル処理

・古 紙 類：秋田市指定業者にてリサイクル処理

６ その他

処分先及び処理方法について、適法に行うため変更を要する場合は、甲乙が

協議する。



19852
四角形

19852
四角形

19852
テキストボックス
立ち入りが制限されている区域のため表示できません。
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